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周
防
大
島
町
承
継
者
支
援
事

業
支
援
金

　

町
内
の
農
業
法
人
ま
た
は
農
業

者
、
漁
業
者
お
よ
び
商
工
業
を
行

う
法
人
ま
た
は
個
人
事
業
主
の
円

滑
な
事
業
承
継
を
促
進
し
、
事
業

を
維
持
拡
大
さ
せ
る
承
継
者
に
対

し
て
支
援
金
を
交
付
し
ま
す
。

■
対
象
と
な
る
方

【
農
業
】

　

町
内
に
住
所
を
有
し
、
農
業
を
営

ん
で
い
る
方
、
ま
た
は
町
内
に
事
業

所
を
有
し
て
い
る
農
業
法
人
を
令
和

４
年
４
月
１
日
以
降
に
承
継
す
る
方

で
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
。

 

・ 

山
口
県
農
業
協
同
組
合
お
よ
び

山
口
県
農
業
協
同
組
合
中
央
会

が
実
施
す
る
事
業
承
継
計
画
策

定
支
援
事
業
を
受
け
た
方
、
ま

た
は
事
業
承
継
後
３
年
以
上
継

続
す
る
意
思
の
あ
る
方

 

・ 

納
期
の
到
来
し
た
町
税
を
完
納

し
て
い
る
方

 

・ 

暴
力
団
等
の
反
社
会
的
勢
力
と

の
関
係
を
有
し
て
い
な
い
方

【
漁
業
】

　

令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
に
漁

業
を
承
継
す
る
方
で
次
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方
。

 

・ 

漁
業
承
継
す
る
※

漁
家
子
弟
で

あ
っ
て
、
町
内
の
漁
業
協
同
組
合

か
ら
の
推
薦
を
受
け
ら
れ
る
方

 

・ 

本
町
に
住
民
登
録
の
あ
る
方
、

ま
た
は
承
継
後
に
住
民
登
録
の

意
思
の
あ
る
方

 

・ 

事
業
承
継
後
３
年
以
上
継
続
す

る
意
思
の
あ
る
方

 

・ 

納
期
の
到
来
し
た
町
税
を
完
納

し
て
い
る
方

 

・ 

暴
力
団
等
の
反
社
会
的
勢
力
と

の
関
係
を
有
し
て
い
な
い
方

※ 

漁
家
子
弟
と
は
、
本
人
も
し
く

は
配
偶
者
の
３
親
等
以
内
の
親

族
が
漁
業
を
営
む
方

【
商
工
業
】

　

令
和
４
年
４
月
１
日
以
降
に
商

工
業
を
承
継
す
る
方
で
次
の
す
べ

て
に
該
当
す
る
方
。

 

・ 

周
防
大
島
町
内
に
本
社
ま
た
は

本
店
を
置
き
、
５
年
以
上
の
事

業
活
動
の
実
績
の
あ
る
事
業
の

承
継
を
行
う
方
。

 

・ 

周
防
大
島
町
に
住
民
登
録
の
あ

る
方
ま
た
は
、
承
継
後
に
住
民

登
録
の
意
思
の
あ
る
方
。

 

・ 
事
業
承
継
後
３
年
以
上
継
続
す

る
意
思
の
あ
る
方
。

 

・ 

事
業
の
被
承
継
者
と
し
て
支
援

金
交
付
申
請
を
し
て
い
な
い
方
。

 

・ 

納
期
の
到
来
し
た
町
税
を
完
納

し
て
い
る
方
。

 

・ 

暴
力
団
等
の
反
社
会
的
勢
力
と

の
関
係
を
有
し
て
い
な
い
方
。

■
支
援
金
額　

20
万
円

■
申
し
込
み
方
法

　

農
林
水
産
課
（
農
業
・
漁
業
）、

商
工
観
光
課
（
商
工
業
）
お
よ
び

各
総
合
支
所
で
配
付
し
て
い
る
申

請
書
等
に
、
必
要
書
類
を
添
付
の

う
え
、農
林
水
産
課（
農
業
・
漁
業
）、

商
工
観
光
課
（
商
工
業
）
ま
た
は

各
総
合
支
所
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
書
等
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
も
印
刷
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

・【
農
業
】
お
よ
び
【
漁
業
】

　

農
林
水
産
課 

農
林
水
産
振
興
班

　

☎
０
８
２
０
（
79
）
１
０
０
２

・【
商
工
業
】

　

商
工
観
光
課 

商
工
観
光
班

　

☎
０
８
２
０
（
79
）
１
０
０
３

周
防
大
島
町
事
業
拡
大
支
援

事
業
補
助
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
う
け
つ
つ
も
、
新
商
品
・

新
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
お
よ
び
販
路

開
拓
を
行
い
、
経
営
革
新
お
よ
び

基
盤
強
化
の
促
進
に
取
り
組
む
事

業
者
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
す

る
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

■
補
助
対
象
事
業

　

補
助
金
の
交
付
対
象
と
な
る
事

業
は
、
令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

に
、
国
の
持
続
化
補
助
金
の
交
付

額
の
確
定
通
知
を
受
け
た
事
業
と

し
ま
す
。

■
補
助
対
象
者
（
次
の
す
べ
て
に

該
当
す
る
方
）

 

・ 

法
人
に
つ
い
て
は
事
業
所
、
個

人
事
業
主
に
つ
い
て
は
住
所
又

は
事
業
所
を
周
防
大
島
町
内
に

有
す
る
こ
と

 

・ 

補
助
事
業
を
実
施
す
る
方
で
あ

る
こ
と

 

・
町
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

■
補
助
金
額

　

小
規
模
事
業
者
持
続
的
発
展
事

業
に
基
づ
く
補
助
対
象
経
費
か
ら

交
付
を
受
け
る
持
続
化
補
助
金
の

額
を
差
し
引
い
た
額
に
５
分
の
４

を
乗
じ
た
額
と
し
、
上
限
を
50
万

円
と
し
ま
す
。

■
受
付
期
間

　

令
和
５
年
３
月
31
日
㈮
ま
で

※ 

予
算
額
に
達
し
次
第
、
受
付
を

終
了
し
ま
す
。

■
申
し
込
み
方
法

　

商
工
観
光
課
お
よ
び
各
総
合
支

所
で
配
付
し
て
い
る
申
請
書
等

に
、
必
要
書
類
を
添
付
の
う
え
、

商
工
観
光
課
ま
た
は
各
総
合
支
所

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
書

等
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も

印
刷
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

商
工
観
光
課 

商
工
観
光
班

　

☎
０
８
２
０
（
79
）
１
０
０
３

事
業
者
・
承
継
者
の
皆
さ
ま
へ

　
補
助
金
・
支
援
金
制
度
の
ご
案
内


